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  家畜の衛生と防疫   （2019年3月6日発行） 

 国内や近隣諸国における家畜伝染病の発生状況については、「熊本県防災情報
メールサービス」に登録すると、より早く情報を入手できますので是非御活用くだ
さい。熊本県防災情報メールサービス「entry@anshin.pref.kumamoto.jp」又は
ＱＲコードを読み取り、空メールを送ると登録手続きが始まります。 
 

※本メールサービスは地震等の災害情報も通知しておりますので、登録の際に、 
「個別設定登録」にてお住まいの地域等を選択していただくと、快適にご利用で 
きます。なお、「家畜伝染病発生情報」は初期設定で「受け取らない」となって 
いることがありますので、「受け取る」を選択してください。 

愛知県､岐阜県で９､１０例目の豚コレラが確認されました 

  愛知県田原市の養豚農場（繁殖豚130頭、肥育豚1,050頭飼養）で死亡等の異常
を認めたとの報告を受け愛知県が検査を行い、2月13日（水曜日）に豚コレラの発
生が確認されました（9例目）。併せて、同農場と隣接し（同じ養豚団地内に所
在）、堆肥場や機材、車両等が共通する14農場で飼養する計13,420頭についても
疑似患畜として殺処分されました。 
  また、岐阜県瑞浪市の養豚農場（肥育豚5,775頭飼養）で食欲不振の豚がいると
の報告を受け岐阜県が検査を行い、2月18日（月曜日）に豚コレラの発生が確認さ
れました（10例目）。 
 豚コレラでは、発熱、食欲不振、元気消失、便秘に次ぐ下痢、結膜炎(目やに)、
呼吸障害等の症状が見られ、重症例では、麻痺、運動失調、痙攣等の神経症や皮下
出血による紫斑を呈し死亡します。異常を発見したら直ちに通報してください。ま
た、農場への侵入防止のためにも、飼養衛生管理基準の遵守を徹底してください。 

死亡牛におけるBSE検査の対象月齢が変わります 

 平成31年（2019年）4月1日からBSE検査の対象月齢が変更されます。 

       ①96ヶ月齢以上の死亡牛 

       ②48ヶ月齢以上の起立不能を示す死亡牛 

       ③全月齢のBSEを疑う症状のある死亡牛 

 ②及び③の場合は、NOSAI家畜診療所や開業獣医師等の検案書      
または所有者の死亡届出書が必要です。 

 ≪野生イノシシにおける豚コレラ感染確認状況≫    （2月26日現在） 
   岐阜県：841頭のうち197頭（死亡63頭、捕獲134頭）で感染を確認 
   愛知県：70頭のうち11頭（死亡1頭、捕獲10頭）で感染を確認 
    ※岐阜・愛知以外の37府県では、検査した220頭全て陰性を確認 
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 これまで、あまりラーメンをお店に食べに行く事は無かったのですが、この1年、上司に何
度が連れて行ってもらい、少しだけ詳しくなりました。そして先日、県外の友人に「熊本の
ラーメンっていうのは・・・」などと知ったかぶりを披露してしまいました。新しく知った事
は、ついつい人に話したくなるものです。（H.M） 

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」です。畜舎の一斉消毒をしましょう！！ 

折々の所感 

近隣諸国における越境性動物疾病等発生情報 

ワクチン接種で牛の異常産を予防しましょう 

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日 

口蹄疫 O型 ロシア（9件） 豚、山羊、羊 
平成31年1月28日 

～2月12日 

アフリカ豚 
コレラ 

  
中国（8件） 豚 平成31年2月8～27日 

ベトナム（３件） 豚 平成31年2月1～17日 

高病原性 
鳥インフルエンザ 

H5N2 台湾（4件） 地鶏、七面鳥 
平成31年1月26日 

～2月19日 

H5N6 中国（1件） 家禽 平成31年2月13日 

  平成31年3月1日時点 

 牛の異常産の原因は、細菌、ウイルス、栄養障害など様々です。いずれの原因に
ついても注意が必要ですが、なかでも、蚊やヌカカがウイルスを媒介して引き起こ
されるアカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症による異常産は、時に大
規模な発生となり、大きな損失をもたらします。 
 熊本県においては、平成25年にアカバネ病が発生して以来、ウイルスによる異常
産は流行していないため、抵抗力を持たない牛が増加しており、発生した場合には
大流行する恐れがあります。 
 アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス 
感染症及びピートンウイルス感染症（アカバネ 
病等と同様、蚊が媒介し牛の異常産の原因とな 
る）は、ワクチンによる予防が効果的です。 
毎年接種し、異常産の予防に努めましょう。 
 これから徐々に温かくなるにつれ、ウイルス 
を媒介する蚊やヌカカが活動を始めます。 
ワクチン接種の計画は早めに行いましょう。 

《ワクチンの種類》 
  ・牛異常産3種混合不活化ワクチン 
    対象疾病：アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症 
  ・牛異常産4種混合不活化ワクチン※ 

    対象疾病：上記の3種 ＋ ピートンウイルス感染症 
                     ※現在、自衛防疫による予防注射対象外  

《ワクチン接種について》 
  ・繁殖牛に4週間間隔で2回接種する 
  ・前年に接種歴のある牛については1回接種する 
  ・ウイルスを媒介する蚊やヌカカの活動が活発化する前に接種する 

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

口蹄疫 O型 ロシア（９件） 豚・山羊・羊 平成31年1月２８日～２月１２日

中国（８件） 豚
平成3１年2月８日

～平成31年２月２７日

ベトナム（３件） 豚 平成31年２月１日～２月１７日

平成31年３月1日時点

アフリカ豚コレラ


